
お悩みがありましたらお気軽に資産管理課、または最寄りの店舗までご相談ください
組合員のみなさまのご事情に合ったプランをご提案します

〒193-0942　東京都八王子市椚田町585-8  TEL.042－673－7012
JA八王子 資産管理課

●農地、宅地など不動産売買のご相談及び仲
介。
 （仲介手数料については組合員特別優遇あり）
●取引不動産業者との協力により、高額の売却
先をお探しします。

●生産緑地、特定生産緑地についてのご相談
●土地活用についてのご相談
●不動産賃貸事業の企画、ご提案
●事業用、個人建物のご相談及び建築あっせん

●資産に関する問題点につい
て担当職員が専門家（顧問
税理士、顧問弁護士等）の協
力のもとご相談に対応しま
す。
●無料相談会を適時行ってお
ります。

●次世代への事業継承の検討
材料として現状の財産状況に
基づき財産検討資料を作成
いたします。（財産診断）
●事業継承プランを円滑に次世
代へ引継ぐため、農中信託銀
行の代理店として、公正証書
遺言作成のお手伝いをいたし
ます。（遺言相談）

●専門家（税理士・弁護士・司法
書士等）を紹介し、JA職員が
相続手続きの補助をします。
●相続税納付のための土地売
却をお手伝いいたします。
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　相続・相続税対策には「定番」と言われる「生前贈与」や「養子縁組」がありますが､
JAの生命共済を使った相続税対策も使い勝手がよく､とても有効な対策となります。

～使える！生命共済を利用した相続対策～
税理士法人ミット税理士  簱野  洋

相続税は非課税（税金がかからない）となるものを定めています。その中で相続対策として最も使い易いのが､生命
共済（生命保険）の非課税の規定です。相続が発生した場合は「500万円×法定相続人の数」を限度として､法定相続
人が受け取った死亡共済金（死亡保険金）は非課税となります。

１ なぜ生命共済の加入が相続対策となるのか

2 どれだけ得するの

JAの「一時払終身共済」は男女とも90歳まで簡単な告知だけで加入することができます。上記の例で､JA共
済に加入した場合にどれだけ得するのでしょうか。
一時払終身共済・男性70歳・終身共済金額2,000万円の掛金 → 19,762,340円
約1,976万円の掛金を支払うことで､2,000万円の死亡共済金が一生涯にわたって保障されます。「何だ差額

は24万円（2,000万円－1,976万円）だけか」と思われるかもしれませんが､相続税に大きな違いが出てきます。

4 誰に相談するの

この死亡共済金の非課税の制度は､相続が発生した場合の遺族の生活保障を目的として国が設けた相続税
の優遇制度です。まだ､十分に利用されていない方は､専門知識を持つLA（ライフ・アドバイザー）などのJA職員
にぜひ相談してみてください。

３ 誰を死亡共済金の受取人にすればよいの

このケースの場合､受取人は妻も子も法定相続人ですので､4人の誰がどのように共済金を受け取っても
2,000万円までは非課税となります。一般的には妻を受取人とすることが多いのではないでしょうか。もちろん､そ
れでも結構ですが､相続税の納税を考慮すると子が受取人の方が有効である場合が多いのです。
なぜなら､妻は「配偶者の税額軽減」という特例があり､このケースでは1億6千万円までの財産を相続しても
相続税は納めなくてもよいことになっています。
※財産（3億円）×1/2（法定相続分）＝1億5千万円と1億6千万円（定額）のどちらか多い金額までの相続について､
配偶者 は相続税を納めなくてよい。

一方、子は配偶者のような優遇措置はなく、子全体で1/2の法定相続分の財産を相続した場合には2,000万
円を少し超える相続税の納税が見込まれます。そこで､上記の2,000万円の死亡共済金を子が受け取ることでほ
とんどの相続税の納税を賄うことができます。
子の中ではいわゆる「後継ぎ」に当たる子Aを受取人にすればよいと思います。子Aが受け取った共済金で他

の子の相続税を負担することも可能です。（代償分割）

資 産 管 理 事業のご案内

JA八王子では組合員のみなさまの各種資産相談に
対応するため、下記業務を行っております。

（例）

妻

子 A

B

C

子

子

このケースで夫の相続が発生した場合､法定相続人は妻と子の
４人となります。

この場合の非課税限度額→500万円 × 4人 ＝2,000万円

※ 夫は70歳で3億円の財産を所有とします。子Aは両親と同居しているいわゆる「後継ぎ」。

夫

この共済に加入した
場合と加入しなかった
場合の相続税の差

加入した場合

加入しなかった場合

死亡共済金 2,000万円に対する相続税→ ０円（非課税）

掛金相当額の1,976万円を預貯金等にしていた場合のその預貯金等に対する相続税
1,976万円 × 30％ ≒ 593万円

593万円という大きな相続税の総額の差が計算されます。

※
※ このケースで相続税の総額を計算する
    場合の最高税率の平均

※

相談は無料ですのでお気軽に
ご相談ください。

税金・法律相談 相続・事業継承相談 相続手続き相談

土地利用相談宅地建物取引業務 


